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植
民
地
に
針
す
る

経
済
活
動
の
特
質

金

持

良日

第
三
十
二
巻
、
二

O
三
四
ペ
リ
第
六
競

O 

一 一一一

明
弘
は
先
に
「
植
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
配
に
就
で
」
(
木
誌

五
月
競
)
に
於
て
植
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
k
経
済
と
の
関
聯
を

主
張
し
、
此
関
聯
の
態
様
を
説
明
し
、
此
関
聯
を
生
起
せ
し
む
る
モ

メ

y
ト
を
求
め
、
最
後
に
柿
民
的
活
動
的
概
念
を
規
定
し
た
。
木
第

は
之
に
練
膏
怯
岡
及
母
閥
人
の
経
瀦
活
動
の
方
面
に
於
け
る
目
ぼ
し

き
二
=
一
白
一
特
質
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
、
勿
論
母
固
と
柿
氏
地

と
の
一
般
的
経
務
関
係
叉
は
楠
民
地
内
に
於
け
る
経
滞
関
係
を
究
明

白
封
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

被
民
地
に
射
す
る
闘
家
及
岡
氏
の
経
済
活
動
は
最
も
普
通
に

資
本
と
商
品
と
の
側
に
見
ら
れ
る
。
先
つ
資
本
の
輪
出
。

般

に
資
本
制
強
建
せ
る
農
は
利
潤
率
低
く
、
再
生
産
の
大
規
模
な

る
ほ
ど
、
資
本
の
廻
縛
の
速
か
な
る
ほ
ど
、
剰
飴
の
資
本
占
守
護

生
す
る
。
反
射
に
資
本
の
有
機
的
構
成
の
低
度
に
あ
る
ほ
ど
利

潤
率
高
く
し
て
資
本
の
需
要
は
強
い
の
で
あ
る
。
植
民
地
は
母

聞
に
比
し
後
者
に
属
す
る
。

橋
氏
地
に
輸
出
さ
る
、
沓
一
本
は
闘
際
経
済
mw
場
合
仁
於
け
る

と
同
様
一
一
穫
の
主
要
な
る
も
の
に
分
た
れ
る
。

て
利
子
ぞ
粛
す
べ
き
資
本
町
ち
貸
付
資
本
。
二
、
利
潤
ぞ
粛
す

べ
き
資
本
邸
ち
企
業
資
本
。
闘
家
形
態
ぞ
な
せ
る
植
民
地
に
戦



出
さ
る
べ
き
資
本
は
、
該
岡
家
及
該
園
家
領
域
内
の
公
共
圏
憶

に
謝
す
る
(
主
と
し
て
は
前
者
に
封
ナ
る
)
貸
付
と
し
て
、
通
常
公

債
の
熔
募
令
遁
じ
て
叉
は
之
等
圏
憶
の
借
款
と
い
ふ
形
式
を
取

っ
て
移
行
す
る
。
園
家
直
接
の
、
叉
は
各
個
経
済
主
檀
軍
濁
の

叉
は
此
隔
者
の
共
同
出
資
に
依
て
移
行
す
る
。
一
般
に
閣
際
法

上
の
保
議
風
、
叉
は
保
護
国
に
迄
至
ら
ざ
る
表
面
的
濁
立
岡
家

は
、
貨
僻
巾
整
説
、
財
政
整
迎
、
土
木
交
通
設
備
等
に
多
額
の
費

期
金
要
す
る
。
斯
る
資
金
の
需
嬰
巻
充
足
す
る
は
一
に
母
閲
及

日
岡
人
で
あ
ゐ
。
此
貸
付
ね
需
妻
、
者
が
係
諸
闘
仁
起
至
ら
ざ
る

園
家
の
揚
合
に
於
て
寧
ろ
重
要
の
意
味
を
持
つ
。
其
は
商
品
輪

出
の
揚
合
と
異
り
、
僚
件
ぞ
随
件
す
一
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
保

件
は
利
権
の
取
得
と
な
り
商
品
の
輪
出
と
な
る
。
利
楼
は
鉱
山

採
掘
様
、
鈴
道
敷
設
纏
司
場
信
機
関
設
立
棒
等
で
あ
り
、
商
品

の
輸
出
は
母
国
商
品
の
購
買
が
貸
付
の
僚
件
を
な
す
に
因
り

τ

行
は
れ
る
。
保
件
の
著
し
き
場
合
は
財
政
佐
川
替
擦
に
迄
至
る
o

こ
の
意
味
の
貸
付
資
本
は
植
民
地
に
し

τ母
閣
領
土
た
る
も

の
に
謝
し
て
移
行
す
る
事
は
砂
川
1

0

新
る
地
域
に
射
す
る
貸
付

資
本
は
母
園
人
め
企
業
に
劃
す
る
貸
付
と
し
て
、
剖
ち
第
一
は

植
田
布
地
に
臨
到
す
る
経
済
活
動
的
特
質

近
代
的
企
業
仁
針
し
、
第
二
は
移
住
小
農
民
に
胤
劃
し
て
移
行
す

る
に
過
ぎ
な
い
。
直
接
統
治
植
民
地
の
統
治
機
闘
の
公
債
後
行

は
臆
募
者
が
母
国
人
な
る
た
め
、
母
国
に
於
け
る
公
債
の
稜
行

と
同
一
の
意
味
ぞ
持
つ
に
過
ぎ
?
、
植
民
地
土
民
は
新
る
公
債

に
射
し
て
膚
雇
に
は
無
関
係
で
あ
る
。

企
業
資
本
が
重
要
な
る
意
味
や
持
つ
は
、
保
護
闘
に
迄
享
り

ざ
ゐ
闘
家
に
謝
す
る
場
合
で
あ
り
1

共
は
貸
付
資
本
に
随
行
す

る
。
此
場
合
の
企
業
資
本
は
主
と
じ
て
鍋
道
.
鋪
山
、
理
信
等
の

設
備
仁
眠
ら
れ
る
。
保
護
国
並
に
通
常
の
所
謂
植
民
地
め
揚
合

に
於
て
は
む
し
ろ
農
林
業
投
資
を
主
と
す
る
。
無
論
石
炭
石
油

等
の
採
取
に
劃
す
る
投
資
も
あ
る
が
、
砂
嶋
崎
・
ゴ
ム
共
他
の
食

料
品
晴
好
品
原
料
品
生
産
の
投
資
を
多
し
と
す
る
。
貸
付
資
本

と
企
業
資
本
の
増
大
は
政
治
的
勢
力
を
刺
戟
し
相
互
じ
相
互
を

増
大
し
設
同
化
せ
し
む
る
傾
向
令
持
つ
。

そ
の
他
保
誕
闘
に
迄
至
ら
ざ
る
外
闘
に
劃
し
て
段
、
際
業
へ

の
「
占
砂
加
L

の
大
め
、
叉
は
自
己
の
安
本
仁
於
て
名
義
上
別
個
の

濁
立
の
曾
一
粧
を
設
立
す
る
に
よ
り
、
叉
は
輩
な
る
信
用
取
引
の

た
め
、
叉
は
将
更
に
依
る
利
鞘
を
目
的
と
し
て
外
闘
株
式
ぞ
民

第
三
十
二
巻

。
豆E

第
六
時
蜘

一
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植
民
地
に
封
ナ
る
緩
潜
活
動
白
一
特
質

入
る
、
等
の
事
じ
依
て
資
本
が
輸
出
き
れ
る
。
締
じ
て
斯
る
資

本
が
必
要
と
き
る
も
主
要
目
的
は
「
今
な
ほ
世
界
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
地
域
に
於
け
る
餓
道
の
建
設
で
あ
る
。
舶
渠
、
水
道
、

瓦
斯
、
電
殿
、
電
話
、
電
織
が
、
絶
司
叫
ん
が
新
資
本
令
要
求
す
る

企
業
の
他
の
一
群
を
形
成
す
る
。
ニ
れ
等
の
活
動
は
、
凡
て
政

府
首
局
者
|
中
央
叉
は
地
方
m
w
H
L
依

t
、
叉
は
株
式
曾
枇
に

依
て
行
は
れ
ゐ
。
こ
れ
に
加
ふ
ゐ
じ
可
傭
業
品
問
「
紅
、
植
林
事
業

土
地
曾
祉
、
銀
行
、
信
託
、
保
険
、
及
ぴ
商
事
曾
枇
が
あ
り
、

こ
れ
等
は
皆
、
外
国
放
資
の
初
期
じ
は
、
胤
斬
然
頭
角
な
あ
ら
は

し
て
米
大
。
き
り
な
が
ら
、
過
去
数
年
間
に
は
、
海
外
放
資
の

方
向
に
も
新
し
い
特
性
が
見
ら
-
れ
る
1
1
1
邸
ち
製
造
工
業
及
び

工
業
曾
枇
に
投
資
す
る
傾
向
で
あ
る
。
」

商
品
の
側
は
二
面
に
就
て
見
ら
れ
る
。
植
民
地
は
原
料
品
生

産
の
地
域
で
あ
る
事
が
あ
る
。
資
本
は
此
原
料
品
生
涯
の
た
め

に
放
下
さ
れ
、
屡

b
E大
な
る
近
代
式
設
備
と
し
て
あ
ら
は
れ

蕩お
し。
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植
民
地
の
こ
の
生
産
を
促
進
せ
し
む
る
モ
メ
ン
ト
は
一
は
弊
賃

の
低
廉
で
あ
り
二
は
富
源
の
豊
富
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
第
二
の

も
の
は
普
遍
的
で
は
な
い
。
而
し
て
植
民
地
に
於
け
る
狩
働
生

産
力
の
増
大
は
技
術
の
準
歩
に
よ
る
よ
り
も
、
機
械
の
改
良
に

よ
ゐ
ニ
と
多
く
、

賃
銀
増
加
の
割
合
は
生
産
力
増
加
の
割
合

と
比
例
せ
ざ
る
の
み
か
、
母
国
に
於
け
る
其
よ
り
も
一
居
綬
漫

な
ゐ
七
め
、
植
民
地
士
民
の
地
位
の
改
善
は
答
易
で
は
な
く
、

持
賃
の
低
廉
は
常
仁
普
遍
的
で
あ
る

U

前
品
生
法
一
の
此
部
分
じ

於
て
要
求
さ
る
、
資
本
は
先
に
言
へ
る
企
業
資
本
と
関
係
す
る

も
の
で
あ
る
。

商
品
の
交
易
に
於
け
る
他
の
一
一
聞
は
、
植
民
地
が
母
関
商
品

の
販
賀
市
場
で
あ
る
と
一
一
一
日
ふ
市
中
で
あ
る
。
販
賀
市
場
の
意
義
は

経
済
生
活
の
後
展
せ
る
地
域
ほ
ど
、
人
口
の
需
集
せ
る
地
域
は

ど
大
で
あ
る
。
ニ
の
事
よ
り
し
て
商
品
に
関
係
す
る
一
定
地
域

植
民
地
化
の
要
求
は
先
き
の
場
合
と
異
る
方
向
を
取
る
事
を
知

り
得
る
。
剖
ち
原
料
取
得
の
溺
に
は
人
口
に
無
関
係
に
所
謂
富

源
の
豊
富
な
る
地
域
守
、
商
品
輸
出
の
潟
に
は
富
源
に
無
関
係

に
人
口
の
密
集
せ
る
地
域
を
、
謹
ん
で
は
経
済
的
護
展
が
高
度

J. A. l-Inbs(>o，“ Evollltion of "fodeγn Capitnlism，" p. 4(;] 
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の
階
程
に
達
し
七
る
地
域
を
さ
へ
領
土
化
し
、
叉
は
植
民
地
化

せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
敢
に
保
護
闘
は
寧
ろ
商
品
販
費

地
域
を
な
し
、
通
常
の
所
諸
植
民
地
は
む
し
ろ
原
料
生
産
地
域

を
な
す
。

植
民
地
よ
り
の
商
品
の
輸
入
、
杭
民
地
へ
の
資
本
及
商
品
の

輸
出
共
に
岡
家
及
企
業
家
に
多
大
の
牧
谷
を
質
す
。
母
闘
努
働

者
は
斯
る
利
引
航
仁
刻
し
て
間
接
に
均
錆
す
る
に
止
ま
る
。
宛
も

共
の
間
接
、
性
の
一
面
に
於
て
は
外
岡
貿
易
に
依
る
利
徒
に
似
た

ゐ
も
の
が
あ
ゐ
で
あ
ら
う
。

国
家
の
利
径
は
此
の
外
に
倫
財
政
を
通
じ
て
取
得
さ
れ
る
、

直
接
殺
と
間
接
税
と
を
遁
じ
て
。
専
責
事
業
、
官
業
を
遁
じ
て
、

土
地
整
理
や
通
じ
て
。

図
家
は
保
護
園
及
通
常
の
所
謂
植
民
地
に
劃
し
て
は
柿
助
金

を
支
出
す
る
。
財
政
の
整
理
が
完
了
し
其
の
基
礎
在
確
立
す
る

や
母
国
財
政
よ
り
の
濁
立
を
な
さ
し
め
る
。
共
は
植
民
地
自
治

制
の
潟
の
不
可
依
の
前
提
僚
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
居
る
が
、
而

も
此
事
と
自
治
制
度
の
成
立
と
は
直
接
の
闘
係
は
な
い
や
う
じ

植
民
地
に
封
す
る
経
済
活
動
白
特
質

見
え
る
。
十
八
世
紀
迄
各
航
民
闘
は
一
般
に
植
民
地
よ
り
貢
賦

金
eq
敬
納
し
た
。
十
九
世
紀
に
至
っ
て
此
制
度
を
銭
寄
し
た
る

は
蘭
領
東
印
度
の
み
に
過
ぎ
な
い
。
併
乍
母
園
軍
隊
の
楠
民
地

駐
屯
費
、
植
民
地
警
備
費
は
植
民
地
草
濁
に
て
叉
は
母
国
と
共

同
に

τ負
携
す
る
は
通
常
見
ら
る
、
底
。
母
闘
官
吏
の
費
用
に

就

τも
同
様
で
あ
る
。

間
接
税
の
首
位
を
占
り
る
は
関
税
で
あ
る
。

植
民
地
開
税
は

通
常
母
闘
の
事
務
に
属
す
る
。
品
世
て
仮
令
関
税
牧
入
は
植
民
地

け
立
り

t
L
H
J
r
民
F
t
u
了

J
1
H
t
t
〉
時
三

K
L
b
a

J
E
U
4一ノ

t
l
v
耳
判
官

t
オ
-
1
E
Z
4
4
4
6
H
A
V
d』

t
n吉
田
恒

軍
濁
の
意
志
に
於
て
な
さ
れ
る
。
共
は
直
接
に
商
品
の
交
易
じ

関
係
す
る
。
該
植
民
地
が
商
品
の
集
散
地
た
る
性
質
を
著
し
〈

帯
ぶ
る
時
は
自
由
貿
易
港
脅
有
し
、
該
植
民
地
が
商
品
の
生
産

地
叉
は
消
費
地
大
る
性
質
を
著
し
く
帯
ぷ
る
時
は
、
闘
税
は
特

宙
品
主
義
叉
は
統
一
主
義
に
依
て
決
定
さ
る
‘
で
あ
ら
・
フ
。
専
賓

に
闘
し
て
は
種
々
の
方
法
が
採
ら
れ
る
。
「
印
度
に
於

τ嬰
粟
を

作
る
者
は
之
を
政
府
に
賓
渡
す
を
要
し
、
政
府
は
之
冶
以
て
阿

片
ぞ
製
し
主
と
し
て
支
那
及
瓜
唾
に
販
賢
し
、
瓜
睦
に
於
て
は

政
府
は
阿
片
の
地
方
的
製
造
を
禁
止
し
て
自
ら
之
ぞ
英
領
印
度
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植
民
地
に
封
ナ
る
経
潜
活
動
の
待
費

よ
り
轍
入
し
、
入
札
に
依
り
て
民
間
に
小
賓
の
特
擁
令
興
ふ
る

こ
と
に
因
り
て
共
の
牧
入
を
得
つ
も
あ
り
。
盤
は
印
度
に
て
は

多
く
は
事
費
纏
を
有
す
る
政
府
の
製
法
に
係
る
も
、
之
を
輸
入

す
る
地
方
に
於
て
は
専
費
に
依
り
て
牧
む
る
と
同
一
の
割
合
の

関
税
や
徴
収
し
、
瓜
時
に
て
は
政
府
は
蜂
の
製
造
描
植
を
有
し
て

其
の
制
岩
盤
は
一
定
の
償
裕
を
以
て
民
間
に
費
却
す
0

」

同
円
揖
骨
米
閣
の
拙
民
地
に
於
て
は
L
L

地
所
有
穫
の
不
催
定
の
ー
に

め
、
所
有
者
の
明
か
な
ら
ざ
る
に
よ
り
、
土
地
整
理
を
経
て
園

家
に
収
得
さ
る
?
中
九
地
は
由
国
大
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
土
民
の

衰
亡
、
占
居
地
域
よ
り
の
移
動
、
保
留
地
制
等
も
土
地
牧
用
を

資
す
べ
き
照
閃
で
あ
る
。

保
譲
闘
に
針
す
る
場
合
国
家
は
輩
に
財
政
の
監
替
描
植
を
有
す

る
に
渇
.
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
商
家
は
此
揚
合
何
学
財
政
K
T
遁

じ
て
直
接
に
経
済
上
の
利
絡
を
牧
得
す
る
事
な
く
と
も
、
政
治

に
劃
す
る
支
配
機
を
掌
握
す
る
に
至
る
べ
き
手
が
か
り
ぞ
得
る

で
あ
ら
う
。
此
支
配
穫
は
母
国
及
母
園
人
の
経
済
活
動
と
緊
密

に
関
聯
す
る
こ
と
は
既
に
漣
べ
し
如
く
で
あ
る
。

綿
じ
て
植
民
地
財
政
は
母
園
財
政
に
従
属
す
る
。

第
三
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最
後
に
注
意
す
べ
き
は
保
護
国
及
び
保
護
固
に
迄
至
ら
ざ
る

園
家
に
針
し
て
は
植
民
国
家
は
未
だ
土
地
に
針
す
る
支
配
棋
を

有
せ
hu
場
合
多
く
、
植
民
国
家
の
地
位
の
浮
動
は
之
に
原
閃
す

る
と
言
は
れ
る
。
之
等
の
岡
家
を
領
土
に
迄
岡
県
化
せ
し
め
ん
と

す
る
政
治
的
要
求
が
ほ
岡
及
母
国
人
の
経
済
活
動
の
安
全
へ
の

要
求
と
関
聯
し
て
提
起
き
る
、
所
以
で
あ
る
。

I瑚

以
上
の
記
遁
を
遁
じ
植
民
地
経
済
活
動
の
特
性
を
概
括
す
る

な
ら
ば
、
保
護
国
に
迄
垂
ら
ぎ
る
弱
聞
に
劃
す
る
資
本
の
輸
出

は
利
権
ぞ
傑
件
と
す
る
事
、
保
護
園
及
通
常
の
所
謂
植
民
地
に

謝
す
る
輸
出
資
本
の
利
子
は
国
際
経
済
の
場
合
よ
り
も
高
率
な

る
を
一
示
す
事
、
商
品
の
側
に
於
て
は
母
岡
製
品
の
比
較
的
高
慣

な
ゐ
事
、
母
国
へ
の
輪
入
原
料
の
廉
慣
な
る
事
等
の
欣
態
に
於

い
て
経
済
活
動
が
行
は
る
冶
と
要
約
し
得
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
原
因
は
何
庭
に
存
す
る
か
。
共
等
は
恐
ら
く
凡
て
政
治

的
支
配
の
賀
す
慮
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
ぞ
得
ま
い
。
貸
付
資
本

利
率
の
高
き
は
一
強
聞
に
依
る
他
間
資
本
の
自
由
な
る
流
入
の

遮
断
じ
因
る
と
い
ふ
べ
く
、
従
て
一
閣
に
依
る
斯
る
遮
断
の
般
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態
が
破
ら
る
、
時
は
園
際
経
済
の
揚
合
に
於
け
る
利
率
に
迄
復

す
る
で
あ
ら
う
。
此
事
は
政
治
的
支
配
力
の
鈍
き
麗
に
屡
々
あ

ら
は
る
庭
、
殊
に
一
弱
園
が
教
強
闘
を
利
用
す
る
時
に
然
る
の

で
あ
る
。
利
擁
ぞ
作
ふ
揚
合
も
斯
る
遮
断
に
原
因
す
る
。
母
国

商
品
の
高
債
な
る
も
他
聞
商
品
が
閥
枕
障
壁
に
依
り
て
遮
断
さ

る
、
た
め
と
見
る
べ
く
、
大
立
第
賃
の
低
廉
は
此
意
味
の
政
治

的
支
配
の
結
果
と
見
る
ぞ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
寧
ろ
低
廉
な
る

勝
山
貨
は
回
融
制
聞
布

mw
一
方
酌
意
志
仁
杭
T
決
定
古
田
心
、
計
中
山
県
ろ
か
伊

き
に
因
る
で
あ
ら
、
フ
。

植
民
地
ょ
の
特
殊
利
潤
が
愛
生
す
る
と

い
ふ
は
此
政
治
的
支
配
の
下
に
於
て
生
ま
る
べ
き
利
潤
が
、
新

る
政
治
的
支
配
な
き
揚
品
目
に
得
ベ
か
り
し
利
潤
に
劃
す
る
超
過

部
分
を
有
す
る
と
い
ふ
意
味
に
他
な
ら
歩
、
共
は
必
品
少
し
も
掠

取
に
よ
る
利
潤
と
解
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔
後
記
〕
忍
は
嘗
て
他
的
機
舎
に
於
て
資
本
に
関
係
し
て
柿
民
地
の

諸
種
の
型
を
定
立
す
る
は
困
難
な
る
旨
を
漣
ベ
た
。
現
+
仕
に
於
て

は
、
貸
付
資
本
輸
出
地
と
企
業
資
木
輸
出
地
と
の
、
叉
は
貸
付
資

本
輸
出
地
と
貸
付
資
本
及
企
業
資
本
輸
出
地
と
の
二
類
型
を
定
一
止

ナ
る
事
は
、
寧
ろ
必
要
で
あ
ら
う
と
い
ふ
見
解
を
採
る
に
至
っ
て

ゐ

る

。

〔

六

・

五

・

一

O
】

都
市
会
企
業
の
財
政
的
意
味
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